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改正案 現行 

別紙様式第四号（第十四条第一項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

 年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営業保証金取戻承認申請書 

 下記のとおり、金融商品取引法施行令第 15 条の 15 及び金融商品取引業者営業保証金規則第

13 条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第四号（第十四条第一項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

 年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営業保証金取戻承認申請書 

 下記のとおり、金融商品取引法施行令第 15 条の 15 及び金融商品取引業者営業保証金規則第

13 条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第四号 



2

改正案 現行 

別紙様式第五号（第十四条第三項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、金融商品取引業者営業保証金規則第 14 条第３項の規定により、権利の申出を

します。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第五号（第十四条第三項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、金融商品取引業者営業保証金規則第 14 条第３項の規定により、権利の申出を

します。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第五号 
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改正案 現行 

別紙様式第七号（第十六条第四項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

 年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営業保証金の保管替届出書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、金融商品取引業者営業保証金規則第 16 条

第４項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略）

（記載上の注意） 

１ 法第29条の２第１項の登録申請書又は法第31条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏

名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する

旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名の

みを記載することができる。 

２ 金融商品取引業者の登録番号については、現に受けている登録番号を記載のこと。 

別紙様式第七号（第十六条第四項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日 

財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営業保証金の保管替届出書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、金融商品取引業者営業保証金規則第 16 条

第４項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略）

（記載上の注意） 

金融商品取引業者の登録番号については、現に受けている登録番号を記載のこと。

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第七号 
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改正案 現行 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 27 条第１項の規定により供託金の取戻しの申立てをいたし

ます。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 187 条第１項の免許申請書又は法第 209 条第２号の規定及び保険業法施行規則第 166

条第２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これ

らの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括

弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 27 条第１項の規定により供託金の取戻しの申立てをいたし

ます。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第３号 
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改正案 現行 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人等にあっては、代表者の氏名及び資格） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 27条第３項の規定により権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第187条第１項の免許申請書又は法第209条第２号の規定及び保険業法施行規則第166条第

２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの

書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書

で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人等にあっては、代表者の氏名及び資格） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 27条第３項の規定により権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第４号 
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改正案 現行 

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 13 条第１項の規定により供託金の取戻しの承認

の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 187 条第１項の免許申請書又は法第 209 条第２号の規定及び保険業法施行規則第 166

条第２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これ

らの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括

弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 13 条第１項の規定により供託金の取戻しの承認

の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第６号 
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改正案 現行 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、外国保険会社等供託金規則第 14 条第４項の規

定により供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（記載上の注意） 

法第187条第１項の免許申請書又は法第209条第２号の規定及び保険業法施行規則第166条第

２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの

書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書

で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、外国保険会社等供託金規則第 14 条第４項の規

定により供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（新設）

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第８号 
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改正案 現行 

別紙様式第９号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 14 条第７項の規定により供託金の取戻しの承認

の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 187 条第１項の免許申請書又は法第 209 条第２号の規定及び保険業法施行規則第 166

条第２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これ

らの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括

弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第９号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 14 条第７項の規定により供託金の取戻しの承認

の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第９号 
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改正案 現行 

別紙様式第 11号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 15 条第１項の規定により供託有価証券の取戻し

の承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 187 条第１項の免許申請書又は法第 209 条第２号の規定及び保険業法施行規則第 166

条第２項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これ

らの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括

弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第 11号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第 15 条第１項の規定により供託有価証券の取戻し

の承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○外国保険会社等供託金規則 （平成八年法務省・大蔵省令第一号） 別紙様式第 11 号 
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改正案 現行 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 34 条第１項の規定により供託金の取戻しの申立てをいたし

ます。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 34 条第１項の規定により供託金の取戻しの申立てをいたし

ます。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第３号 
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改正案 現行 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人等にあっては、代表者の氏名及び資格） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 34条第３項の規定により権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人等にあっては、代表者の氏名及び資格） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 34条第３項の規定により権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第４号 



12

改正案 現行 

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 13 条第１項の規定により供託金の取戻しの承認の

申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 13 条第１項の規定により供託金の取戻しの承認の

申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第６号 
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改正案 現行 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、免許特定法人供託金規則第 14 条第４項の規定

により供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、免許特定法人供託金規則第 14 条第４項の規定

により供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（新設）

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第８号 
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改正案 現行 

別紙様式第９号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 14 条第７項の規定により供託金の取戻しの承認の

申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第９号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 14 条第７項の規定により供託金の取戻しの承認の

申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第９号 
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改正案 現行 

別紙様式第 11号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 15 条第１項の規定により供託有価証券の取戻しの

承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第 220 条第１項の免許申請書又は法第 224 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名

を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記

載することができる。 

別紙様式第 11号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官  殿 

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商号又は名称 

氏    名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、免許特定法人供託金規則第 15 条第１項の規定により供託有価証券の取戻しの

承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○免許特定法人供託金規則（平成八年法務省・大蔵省令第二号） 別紙様式第 11 号 
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改正案 現行 

様式第４（第 13 条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、信託業法施行令第 12 条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請しま

す。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項、第８条第１項（法第52条第２項において準用する場合を含む。）、第36

条第２項、第37条第２項、第38条第２項、第39条第２項若しくは第50条の２第３項の申請書

又は法第12条第１項若しくは第２項（法第50条の２第12項又は第52条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出

した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、

「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができ

る。 

様式第４（第 13 条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、信託業法施行令第 12 条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請しま

す。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○信託会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第二号） 様式第４ 
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改正案 現行 

様式第５（第 13 条第３項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、信託会社等営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出をしま

す。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項、第８条第１項（法第52条第２項において準用する場合を含む。）、第36

条第２項、第37条第２項、第38条第２項、第39条第２項若しくは第50条の２第３項の申請書

又は法第12条第１項若しくは第２項（法第50条の２第12項又は第52条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出

した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、

「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができ

る。 

様式第５（第 13 条第３項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、信託会社等営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出をしま

す。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○信託会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第二号） 様式第５ 
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改正案 現行 

様式第７（第 15 条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、信託会社等営業保証金規則第 15 条第４項

の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項、第８条第１項（法第52条第２項において準用する場合を含む。）、第36

条第２項、第37条第２項、第38条第２項、第39条第２項若しくは第50条の２第３項の申請書

又は法第12条第１項若しくは第２項（法第50条の２第12項又は第52条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出

した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、

「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができ

る。 

様式第７（第 15 条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、信託会社等営業保証金規則第 15 条第４項

の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○信託会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第二号） 様式第７ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第４（第 13 条第１項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第７条の規定により、営業

保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第１条第２項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第１条第１項の規

定による認可申請書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、当該認可申請

書に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で

併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第４（第 13 条第１項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第７条の規定により、営業

保証金の取戻しの承認を申請します。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○信託兼営金融機関営業保証金規則 （平成十六年内閣府・法務省令第四号） 様式第４ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第５（第 13 条第３項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、信託兼営金融機関営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出を

します。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第１条第２項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第１条第１項の規

定による認可申請書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、当該認可申請

書に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で

併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第５（第 13 条第３項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、信託兼営金融機関営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出を

します。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○信託兼営金融機関営業保証金規則 （平成十六年内閣府・法務省令第四号） 様式第５ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第７（第 15 条第４項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、信託兼営金融機関営業保証金規則第 15 条

第４項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第１条第２項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第１条第１項の規

定による認可申請書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、当該認可申請

書に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で

併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第７（第 15 条第４項関係） 

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、信託兼営金融機関営業保証金規則第 15 条

第４項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○信託兼営金融機関営業保証金規則 （平成十六年内閣府・法務省令第四号） 様式第７ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第４（第 13 条第１項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 13 条の５の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請

します。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項の免許申請書又は法第 127 条第１項第８号の規定及び保険業法施行規則第

85 条第１項第２号若しくは第２号の２の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して

提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの

間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することがで

きる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第４（第 13 条第１項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

申請者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 13 条の５の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請

します。 

記 

１～３ （略） 

（新設） 

○保険会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第五号） 様式第４ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第５（第 13 条第３項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険会社等営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出をしま

す。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項の免許申請書又は法第 127 条第１項第８号の規定及び保険業法施行規則第

85 条第１項第２号若しくは第２号の２の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して

提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの

間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することがで

きる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第５（第 13 条第３項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

申出人 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険会社等営業保証金規則第 13 条第３項の規定により、権利の申出をしま

す。 

記 

１～４ （略） 

（新設） 

○保険会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第五号） 様式第５ 
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改正案 現行 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第７（第 15 条第４項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、保険会社等営業保証金規則第 15 条第４項

の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

法第４条第１項の免許申請書又は法第 127 条第１項第８号の規定及び保険業法施行規則第

85 条第１項第２号若しくは第２号の２の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して

提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの

間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することがで

きる。 

 （日本工業規格Ａ４）

様式第７（第 15 条第４項関係） 

  年  月  日

金融庁長官 殿 

（郵便番号  －  ） 

届出者 住  所  

電話番号（  ）  － 

商  号 

又は名称 

氏  名 印 

（法人にあっては、代表者の氏名） 

営 業 保 証 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、保険会社等営業保証金規則第 15 条第４項

の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。 

記 

１～３ （略） 

（新設）

○保険会社等営業保証金規則（平成十六年内閣府・法務省令第五号） 様式第７ 
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改正案 現行 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

本店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

代  表  者  の  氏  名 印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 38 条の７第１項の規定により、供託金の取戻しの申立てを

いたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載

することができる。 

２・３ （略） 

別紙様式第３号（第 12条第１項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長）  

（郵便番号  －  ） 

本店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

代  表  者  の  氏  名 印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 立 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 38 条の７第１項の規定により、供託金の取戻しの申立てを

いたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第３号 
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改正案 現行 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

住 所 

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

氏  名              印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 38条の７第３項の規定により、権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載すること

ができる。 

２・３ （略） 

別紙様式第４号（第 12条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

（郵便番号  －  ） 

住 所 

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

氏  名             印 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

申 出 書 

 下記のとおり、保険業法施行令第 38条の７第３項の規定により、権利の申出をいたします。 

記 

１～４ （略） 

（記載上の注意） 

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第４号 



27

改正案 現行 

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号                    第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

代  表  者  の  氏  名 印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、少額短期保険業者供託金規則第 13 条第１項の規定により、供託金の取戻しの

承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載

することができる。 

２・３ （略）  

別紙様式第６号（第 13条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号                    第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称 

代  表  者  の  氏  名 印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、少額短期保険業者供託金規則第 13 条第１項の規定により、供託金の取戻しの

承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意）

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第６号 
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改正案 現行 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、少額短期保険業者供託金規則第 14 条第４項の

規定により、供託書正本及び供託金等内訳書を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載

することができる。 

２・３ （略） 

別紙様式第８号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店 又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 の 保 管 替 届 出 書 

 下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、少額短期保険業供託金規則第 14 条第４項の規

定により、供託書正本及び供託金等内訳書を添えて届け出ます。 

記 

１・２ （略） 

（記載上の注意） 

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第８号 
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改正案 現行 

別紙様式第９号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

（第 1面）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 等 内 訳 書  

１・２ （略） 

（記載上の注意） 

法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行規

則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提

出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、

「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載すること

ができる。 

別紙様式第９号（第 14条第４項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

（第１面）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店 又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 等 内 訳 書  

１・２ （略） 

（新設） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第９号 
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改正案 現行 

別紙様式第 10号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、少額短期保険業者供託金規則第 14 条第７項の規定により、供託金の取戻しの

承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載

することができる。 

２・３ （略） 

別紙様式第 10号（第 14条第８項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店 又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 金 取 戻 承 認 申 請 書 

 下記のとおり、少額短期保険業供託金規則第 14 条第７項の規定により、供託金の取戻しの承

認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第 10号 
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改正案 現行 

別紙様式第 12号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 有 価 証 券 取 戻 承 認 申 請 書  

 下記のとおり、少額短期保険業者供託金規則第 15 条第１項の規定により、供託有価証券の取

戻しの承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

１ 法第 272 条の２第１項の登録申請書又は法第 272 条の７第１項の規定及び保険業法施行

規則第 211 条の 20 第１項の規定による登録事項変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載し

て提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまで

の間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載

することができる。 

２・３ （略） 

別紙様式第 12号（第 15条第２項関係） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

金融庁長官（財務（支）局長） 殿 

登 録 番 号          第   号 

（申立者が少額短期保険業者の場合に限る。） 

（郵便番号  －  ） 

本 店 又は主たる事務所の所在地  

電話番号（  ）  － 

商  号  又  は  名  称  

代  表  者  の  氏  名  印 

供 託 有 価 証 券 取 戻 承 認 申 請 書  

 下記のとおり、少額短期保険業供託金規則第 15 条第１項の規定により、供託有価証券の取戻

しの承認の申請をいたします。 

記 

１～３ （略） 

（記載上の注意） 

（新設） 

１・２ （略） 

○少額短期保険業者供託金規則（平成十八年内閣府・法務省令第一号） 別紙様式第 12号 
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改正案 現行 

様式第１（第１条第１項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

     住    所

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第９条第１項又は第２項の規定により発行保証

金の取戻しの承認を申請します。

記

１．～３． （略）

（記載上の注意） 

１．第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

２．法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若

しくは法第11条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」

欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

様式第１（第１条第１項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

住    所

電話番号（  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第９条第１項又は第２項の規定により発行保証

金の取戻しの承認を申請します。

記

１．～３． （略）

（記載上の注意） 

第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

○前払式支払手段発行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第四号） 様式第１ 
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改正案 現行 

様式第３（第１条第３項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者※登録番号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた発行保証金の取戻しを行ったので前払式支払手段発行

保証金規則第１条第３項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

１．（略）  

２．法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若

しくは法第11条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」

欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

３．（略）  

様式第３（第１条第３項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者※登録番号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた発行保証金の取戻しを行ったので前払式支払手段発行

保証金規則第１条第３項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

１．（略） 

（新設） 

２．（略）

○前払式支払手段発行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第四号） 様式第３ 
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改正案 現行 

様式第４（第３条第４項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者※登録番号   財務（支）局長 第  号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 保 管 替 届 出 書

 下記のとおり、発行保証金の保管替えをしたので、前払式支払手段発行保証金規則第３条第

４項の規定により供託書正本の写しを添えて届け出ます。

記

１．・２． （略）

（記載上の注意） 

１．第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

２．法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若

しくは法第11条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者に

ついては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」

欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

様式第４（第３条第４項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者※登録番号   財務（支）局長 第  号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号
又は名称

氏  名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 保 管 替 届 出 書

 下記のとおり、発行保証金の保管替えをしたので、前払式支払手段発行保証金規則第３条第

４項の規定により供託書正本の写しを添えて届け出ます。

記

１．・２． （略）

（記載上の注意） 

第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。

○前払式支払手段発行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第四号） 様式第４ 
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改正案 現行 

様式第５（第４条第２項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者 ※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、前払式支払手段発行保証金規則第４条第１項の規定により供託債券の取戻し

の承認を申請します。

記

１．～４． （略）

（記載上の注意） 

１．第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

２．法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若

しくは法第11条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ

いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に

当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

様式第５（第４条第２項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者 ※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、前払式支払手段発行保証金規則第４条第１項の規定により供託債券の取戻し

の承認を申請します。

記

１．～４． （略）

（記載上の注意） 

第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

○前払式支払手段発行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第四号） 様式第５ 
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改正案 現行 

様式第７（第４条第５項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた発行保証金の取戻しを行ったので、前払式支払手段発

行保証金規則第４条第５項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

１．第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

２．法第５条第１項若しくは第３項の規定による届出書又は法第８条第１項の登録申請書若

しくは法第11条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ

いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に

当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

様式第７（第４条第５項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 ※登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商号又は名称

氏    名 印

（法人等にあっては、代表者の役職氏名）

発 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた発行保証金の取戻しを行ったので、前払式支払手段発

行保証金規則第４条第５項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

第三者型発行者の場合は、※登録番号を記載すること。 

○前払式支払手段発行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第四号） 様式第７ 
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改正案 現行 

様式第１（第１条第１項） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿 

申請者 登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ） 

 住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の氏名  印

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書  

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第 17 条第１項の規定により履行保証金の取戻し

の承認を申請します。 

記 

１．～３． （略） 

（記載上の注意）

法第 38 条第１項の登録申請書又は法第 41 条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を

併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届

け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名の

みを記載することができる。 

様式第１（第１条第１項） 

 （日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿 

申請者 登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ） 

住    所  

電話番号（  ）  － 

商    号 

代表者の氏名  印

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書  

 下記のとおり、資金決済に関する法律施行令第 17 条第１項の規定により履行保証金の取戻し

の承認を申請します。 

記 

１．～３． （略） 

（新設） 

○資金移動業履行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第五号） 様式第１ 
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改正案 現行 

様式第３（第１条第３項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

住    所

電話番号（  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので資金移動業履行保証

金規則第１条第３項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

１．法第38条第１項の登録申請書又は法第41条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を

併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を

届け出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏

名のみを記載することができる。 

２．取戻しが内渡しであるときは、当該内渡しに係る供託金の額等に関する事項につき証明

された書類を添付すること。 

様式第３（第１条第３項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号

（郵便番号  －  ）

住    所

電話番号（  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので資金移動業履行保証

金規則第１条第３項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

取戻しが内渡しであるときは、当該内渡しに係る供託金の額等に関する事項につき証明さ

れた書類を添付すること。 

○資金移動業履行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第五号） 様式第３ 
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改正案 現行 

様式第４（第３条第４項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者  登録番号   財務（支）局長 第  号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 保 管 替 届 出 書

 下記のとおり、履行保証金の保管替えをしたので、資金移動業履行保証金規則第３条第４項

の規定により供託書正本の写しを添えて届け出ます。

記

１．・２． （略）

（記載上の注意） 

法第38条第１項の登録申請書又は法第41条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併

せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け

出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみ

を記載することができる。 

様式第４（第３条第４項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者  登録番号   財務（支）局長 第  号

（郵便番号  －  ）

住  所

電話番号（  ）  －

商  号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 保 管 替 届 出 書

 下記のとおり、履行保証金の保管替えをしたので、資金移動業履行保証金規則第３条第４項

の規定により供託書正本の写しを添えて届け出ます。

記

１．・２． （略）

（新設） 

○資金移動業履行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第五号） 様式第４ 
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改正案 現行 

様式第５（第４条第２項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、資金移動業履行保証金規則第４条第１項の規定により供託債券の取戻しの承

認を申請します。

記

１．～４． （略）

（記載上の注意） 

法第38条第１項の登録申請書又は法第41条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併

せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け

出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみ

を記載することができる。 

様式第５（第４条第２項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

申請者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 承 認 申 請 書

 下記のとおり、資金移動業履行保証金規則第４条第１項の規定により供託債券の取戻しの承

認を申請します。

記

１．～４． （略）

（新設） 

○資金移動業履行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第五号） 様式第５ 
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改正案 現行 

様式第７（第４条第５項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので、資金移動業履行保

証金規則第４条第５項の規定により届け出ます。

（記載上の注意） 

法第38条第１項の登録申請書又は法第41条第１項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併

せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け

出るまでの間、「代表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみ

を記載することができる。 

様式第７（第４条第５項）

（日本工業規格Ａ４）

  年  月  日

財務（支）局長 殿

届出者  登 録 番 号 財務（支）局長 第 号

郵 便 番 号

住    所

電 話 番 号 （  ）  －

商    号

代表者の氏名 印

履 行 保 証 金 取 戻 届 出 書

   年  月  日付で承認を受けた履行保証金の取戻しを行ったので、資金移動業履行保

証金規則第４条第５項の規定により届け出ます。

（新設） 

○資金移動業履行保証金規則（平成二十二年内閣府・法務省令第五号） 様式第７ 


